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諮  問  書 

 

 

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（昭和 48年法律第 117号。以

下「法」という。）第 56 条第１項第１号の規定に基づき、下記の１及び２の事

項について、貴会の意見を求めます。 

 

記 

１ 別添に掲げる化学物質に係る法第２条第２項に規定する第一種特定化学物

質の指定について 

 

２ 別添に掲げる化学物質を法第２条第２項に規定する第一種特定化学物質に

指定することに伴う、法第 24 条第１項の政令で定める製品、法第 25 条の政

令で定める用途及び法第 28条第２項の政令で定める製品の指定について 

 

STQKI
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（別添） 

番号 化学物質名 

１ メトキシ［２，２，２－トリクロロ－１－（メトキシフェニル）エチル］ベンゼ

ン（別名メトキシクロル） 

２ １，２，３，４，７，８，９，10，13，13，14，14－ドデカクロロ－１，４，４

ａ，５，６，６ａ，７，10，10ａ，11，12，12ａ－ドデカヒドロ－１，４：７，

10－ジメタノジベンゾ［ａ，ｅ］［８］アンヌレン（別名デクロランプラス） 

３ ２－（２Ｈ－１，２，３－ベンゾトリアゾール－２－イル）－４，６－ビス（２

－メチルブタン－２－イル）フェノール（別名ＵＶ－３２８） 

 




